
栗林商船株式会社 様
（昭和47年に会員になられました)

栗林商船様は、前身となる室蘭運輸合名会社の明治27年創業以来、130年の社歴
を誇ります。その歴史の中で、常に日本の海運業のパイオニアとして、数々の革新
的な取り組みをされて来ました。特に1969年（昭和44年）に、我が国初のトレー
ラをそのまま貨物船に乗せて運ぶ“RORO（ロールオン・ロールオフ）船”の建造は、
荷役業務に革命をもたらしました。

現在では、北海道と本州の各港を結び、海
と陸を繋ぐ独自の輸送ネットワークを構築。
地球環境やエネルギー問題、トラック輸送の
効率化等の社会課題の解決に貢献しています。

またグループ会社では、“青函フェリー”
の運航、昭和天皇のご来臨を賜った歴史ある
“登別グランドホテル”の経営を始め、創業
の地である北海道を起点とした多彩な事業に
取り組んでおられ、地域の発展にも大いに尽
力されています。
登別グランドホテルでは、新たに多彩な

サウナ施設も設置され好評とのことです。

会社URL   :https://www.kuribayashishosen.com
ホテルURL:https://www.nobogura.co.jp/
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雇用保険法等の改正（令和6年法律第26号）の内、令和7年4月1日に施行さ
れる内容から、皆さまに関連の深い点についてご紹介します。

■「出生後休業支援給付」の創設
子の出生直後の一定期間以内に、被保険者とその配偶者の両方が14日以上

の育児休業を所得する場合に、最大28日間、休業開始前賃金の13％相当額を
給付し、育児休業給付と合わせて給付率80％（手取りで10割相当）へと引き
上げる。

■「育児時短就業給付」の創設
被保険者が、2歳未満の子を養育するために時短勤務をしている場合に、育

児時短就業給付を創設。時短勤務中に支払われた賃金額の10％を支給する。

「みさき通信」
見た、で宿泊時特
典有り！予約時に
ご一報下さい

（‛25年3月末迄）
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フリーランスの取引関連法がスタート

・建設一人親方の方、芸能関係者の個人事業主の方々の、労働保険の特別加入を推進
しています。未加入の方がいらっしゃいましたら、お声がけ頂ければ幸いです。

・冬季休業のお知らせ：令和6年12月28日（土）～ 令和7年1月5日（日）は、年末年
始休業とさせていただきます。皆さまには、どうぞ良いお年をお迎えくださいませ。

協会よりご連絡
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■高年齢雇用継続給付の見直し
高年齢者等の雇用確保の進展を踏まえ、高年齢雇用継続給付の給付率が、令和7

年4月1日より見直されます。
改正の内容：被保険者であった期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の労働者へ
の高年齢継続給付金の支給率が、令和7年4月1日より、60歳以後の各月の賃金の
10％を支給（現行15％）となります。
（70.15～75%：給付額は逓減、75%以上：支給しない）

その他の改正点を含む、令和6年雇用保険制度改正（令和7年4月1日施行分）
についての詳細は、以下のURLをご参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/001293213.pdf 

「フリーランス・事業者間取引適正化法」が2024年11月1日に施行されまし
た。この法律は、フリーランスの方が安心して働ける環境を整備するため、
① フリーランスの方と企業などの発注業者の間の取引の適正化
② フリーランスの方の就業環境の整備

を図ることを目的としています。

義務項目は以下となります：
① 書面等により取引条件の明示
② 報酬支払期日の設定・期日内の支払い
③ 業務委託した際の受領拒否、報酬の減額、返品、買いたたき等の禁止
④ 募集情報の的確表示
⑤ 育児介護等と業務の両立に対する配慮
⑥ ハラスメント対策に係る体制整備
⑦ 中途解除等の事前予告・理由開示

関連サイト：https://www.jftc.go.jp/freelancelaw_2024/
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